
目
　
　
次

�

ペ
ー
ジ

告

示

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定�

（
障
害
福
祉
課
）　
　

一

〇
地
域
森
林
計
画
の
変
更
（
二
件
）�

（
林
業
振
興
課
）　
　

一

〇
道
路
の
区
域
変
更�

（
道　

路　

課
）　
　

一

〇
土
地
区
画
整
理
事
業
の
換
地
処
分
の
届
出�

（
都
市
計
画
課
）　
　

二

公

告

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
随
意
契
約
の
相
手
方
の
決

定
（
八
件
）�

（
震
災
援
護
室
）　
　

二

〇
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
（
二
件
）�
（
建
築
宅
地
課
）　
　

四

教
育
委
員
会

〇
教
育
委
員
会
定
例
会
の
開
催�

四

監
査
委
員

〇
定
期
監
査
結
果
に
対
す
る
措
置
の
公
表
（
三
件
）�
四

告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
十
一
号

　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十

一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

令
和
二
年
一
月
十
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

指
定
障
害
福
祉
サ�

ー
ビ
ス
の
種
類　

設
置
者
名

指
定
年
月
日

〇
四
一
〇
七
〇
〇
五
八
七

訪
問
介
護
セ
ン
タ
ー　

ス
マ
イ
ル
・
ワ
ン

名
取
市
植
松
三
丁
目
九

－

二
十
三

居
宅
介
護

特
定
非
営
利
活

動
法
人
ス
マ
イ

ル
・
ワ
ン

令
和
二
年
一
月

一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
十
二
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
宮
城
北
部
地
域
森
林
計
画
を
変

更
し
た
の
で
、
同
法
第
六
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

令
和
二
年
一
月
十
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

地
域
森
林
計
画
の
名
称

　
　

宮
城
北
部
地
域
森
林
計
画
変
更
計
画

二　

縦
覧
場
所

　

�　

宮
城
県
庁
（
水
産
林
政
部
林
業
振
興
課
）、
宮
城
県
仙
台
地
方
振
興
事
務
所
、
宮
城
県
北
部
地
方
振
興
事
務
所
（
栗

原
地
域
事
務
所
を
含
む
。）、
宮
城
県
東
部
地
方
振
興
事
務
所
（
登
米
地
域
事
務
所
を
含
む
。）
及
び
宮
城
県
気
仙
沼

地
方
振
興
事
務
所

〇
宮
城
県
告
示
第
十
三
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
宮
城
南
部
地
域
森
林
計
画
を
変

更
し
た
の
で
、
同
法
第
六
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

令
和
二
年
一
月
十
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

地
域
森
林
計
画
の
名
称

　
　

宮
城
南
部
地
域
森
林
計
画
変
更
計
画

二　

縦
覧
場
所

　
�　

宮
城
県
庁
（
水
産
林
政
部
林
業
振
興
課
）、
宮
城
県
大
河
原
地
方
振
興
事
務
所
及
び
宮
城
県
仙
台
地
方
振
興
事
務

所
〇
宮
城
県
告
示
第
十
四
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
一
月
十
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
北
部
土
木
事

務
所
栗
原
地
域
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。
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令
和
二
年
一
月
十
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

一
般
国
道

二　

路　

線　

名　

三
九
八
号

三　

道
路
の
区
域変

更

の

区

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

栗
原
市
一
迫
字
一
本
杉
無
番
地
先
か
ら

同
市
一
迫
字
一
本
杉
無
番
地
先
ま
で

前

一
三
・
〇
～

�

二
五
・
二

�

二
四
六
・
五

後

一
三
・
一
～

�

四
〇
・
七

�

二
四
六
・
五

〇
宮
城
県
告
示
第
十
五
号

　

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
百
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
区
画
整
理

事
業
の
換
地
処
分
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
二
年
一
月
十
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

土
地
区
画
整
理
事
業
の
名
称

　
　

気
仙
沼
都
市
計
画
事
業
鹿
折
地
区
被
災
市
街
地
復
興
土
地
区
画
整
理
事
業

二　

施
行
者
の
名
称

　
　

気
仙
沼
市

三　

事
務
所
の
所
在
地

　
　

気
仙
沼
市
八
日
町
一
丁
目
一
番
一
号

四　

換
地
処
分
の
年
月
日

　
　

令
和
元
年
九
月
二
十
日

公

告

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
。

　
　

令
和
二
年
一
月
十
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一�　

随
意
契
約
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

応
急
仮
設
住
宅
賃
貸
借
（
大
郷
町
総
合
運
動
場
仮
設
団

地
）　

一
式

二�　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

保
健
福
祉
部
震
災
援
護
室　

仙
台
市
青
葉
区
本

町
三
丁
目
八
番
一
号

三　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日　

令
和
元
年
十
月
三
十
日

四�　

契
約
の
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地　

株
式
会
社
シ
ス
テ
ム
ハ
ウ
ス
ア
ー
ル
ア
ン
ド
シ
ー　

東
京
都
品
川
区
東
大
井
二
丁
目
十
三
番
八
号　
　

五　

契
約
金
額　

四
億
九
千
四
百
七
十
八
万
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

随
意
契
約

七�　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
理
由　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の

二
第
一
項
第
五
号
該
当

�

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
。

　
　

令
和
二
年
一
月
十
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

随
意
契
約
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

応
急
仮
設
住
宅
賃
貸
借
（
花
田
仮
設
団
地
）　

一
式

二�　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

保
健
福
祉
部
震
災
援
護
室　

仙
台
市
青
葉
区
本

町
三
丁
目
八
番
一
号

三　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日　

令
和
元
年
十
一
月
十
一
日

四�　

契
約
の
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地　

郡
リ
ー
ス
株
式
会
社　

東
京
都
港
区
六
本
木
六
丁
目

十
一
番
十
七
号　

五　

契
約
金
額　

六
億
二
千
七
万
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

随
意
契
約　

七�　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
理
由　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の

二
第
一
項
第
五
号
該
当

�

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
。

　
　

令
和
二
年
一
月
十
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

随
意
契
約
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

応
急
仮
設
住
宅
賃
貸
借
（
花
田
仮
設
団
地
）　

一
式

二�　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

保
健
福
祉
部
震
災
援
護
室　

仙
台
市
青
葉
区
本

町
三
丁
目
八
番
一
号

三　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日　

令
和
元
年
十
一
月
十
一
日

第68号　令和２年１月10日　金曜日 （2）宮　　城　　県　　公　　報



四�　

契
約
の
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地　

北
都
ハ
ウ
ス
工
業
株
式
会
社　

仙
台
市
太
白
区
ひ
よ

り
台
二
十
五
番
十
五
号

五　

契
約
金
額　

六
千
七
百
七
十
九
万
四
千
五
百
二
十
四
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

随
意
契
約　

七�　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
理
由　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の

二
第
一
項
第
五
号
該
当

�

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
。

　
　

令
和
二
年
一
月
十
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

随
意
契
約
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

応
急
仮
設
住
宅
賃
貸
借
（
寺
内
仮
設
団
地
）　

一
式

二�　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

保
健
福
祉
部
震
災
援
護
室　

仙
台
市
青
葉
区
本

町
三
丁
目
八
番
一
号

三　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日　

令
和
元
年
十
一
月
十
四
日

四�　

契
約
の
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地　

大
和
リ
ー
ス
株
式
会
社　

大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
農

人
橋
二
丁
目
一
番
三
十
六
号

五　

契
約
金
額　

六
億
十
七
万
七
百
九
十
九
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

随
意
契
約

七�　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
理
由　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の

二
第
一
項
第
五
号
該
当

�

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
。

　
　

令
和
二
年
一
月
十
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

随
意
契
約
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

応
急
仮
設
住
宅
賃
貸
借
（
金
山
仮
設
団
地
）　

一
式

二�　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

保
健
福
祉
部
震
災
援
護
室　

仙
台
市
青
葉
区
本

町
三
丁
目
八
番
一
号

三　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日　

令
和
元
年
十
一
月
十
四
日

四�　

契
約
の
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地　

日
成
ビ
ル
ド
工
業
株
式
会
社　

石
川
県
金
沢
市
金
石

北
三
丁
目
十
六
番
十
号

五　

契
約
金
額　

二
億
九
千
七
百
四
万
千
七
百
七
十
一
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

随
意
契
約

七�　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
理
由　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の

二
第
一
項
第
五
号
該
当

�

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
。

　
　

令
和
二
年
一
月
十
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

随
意
契
約
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

応
急
仮
設
住
宅
賃
貸
借
（
町
西
仮
設
団
地
）　

一
式

二�　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

保
健
福
祉
部
震
災
援
護
室　

仙
台
市
青
葉
区
本

町
三
丁
目
八
番
一
号

三　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日　

令
和
元
年
十
一
月
十
四
日

四�　

契
約
の
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地　

日
成
ビ
ル
ド
工
業
株
式
会
社　

石
川
県
金
沢
市
金
石

北
三
丁
目
十
六
番
十
号　

五　

契
約
金
額　

二
億
五
千
四
百
九
十
五
万
七
千
八
百
十
九
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

随
意
契
約

七�　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
理
由　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の

二
第
一
項
第
五
号
該
当

�

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
。

　
　

令
和
二
年
一
月
十
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

随
意
契
約
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

応
急
仮
設
住
宅
賃
貸
借
（
和
田
仮
設
団
地
）　

一
式

二�　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

保
健
福
祉
部
震
災
援
護
室　

仙
台
市
青
葉
区
本

町
三
丁
目
八
番
一
号

三　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日　

令
和
元
年
十
一
月
二
十
日

四�　

契
約
の
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地　

三
協
フ
ロ
ン
テ
ア
株
式
会
社　

千
葉
県
柏
市
新
十
余

二
五
番
地

五　

契
約
金
額　

一
億
四
千
六
百
六
十
二
万
八
千
五
百
八
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

随
意
契
約

七�　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
理
由　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の

二
第
一
項
第
五
号
該
当
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�
〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
。

　
　

令
和
二
年
一
月
十
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

随
意
契
約
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

応
急
仮
設
住
宅
賃
貸
借
（
大
舘
仮
設
団
地
）　

一
式

二�　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

保
健
福
祉
部
震
災
援
護
室　

仙
台
市
青
葉
区
本

町
三
丁
目
八
番
一
号

三　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日　

令
和
元
年
十
一
月
二
十
日

四�　

契
約
の
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地　

三
協
フ
ロ
ン
テ
ア
株
式
会
社　

千
葉
県
柏
市
新
十
余

二
五
番
地　

五　

契
約
金
額　

一
億
四
千
七
百
九
十
一
万
六
千
百
八
十
八
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

随
意
契
約

七�　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
理
由　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の

二
第
一
項
第
五
号
該
当

�

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

令
和
二
年
一
月
十
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一�　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

多
賀
城
市
山
王
字
山
王
三
区
六
十
番
、
六
十
一
番
、
六

十
二
番
一
、
六
十
三
番
一
、
六
十
三
番
二

　

岩
手
県
紫
波
郡
矢
巾
町
大
字
広
宮
沢
第
三
地
割
四
百
二

十
六
番
地

�

株
式
会
社
薬
王
堂　
　
　
　
　
　

�

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

令
和
二
年
一
月
十
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一�　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

　

宮
城
郡
利
府
町
森
郷
字
蓮
沼
十
七
番
一
、
十
七
番
五
、

十
七
番
十
二
、
十
八
番
一
、
十
九
番
一
、
二
十
一
番
一
、

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

二
十
一
番
二
、
二
十
一
番
三
、
二
十
二
番
一
、
二
十
五
番

一
、
二
十
五
番
三
、
二
十
五
番
九

　

仙
台
市
青
葉
区
上
杉
二
丁
目
一
番
十
四
号

�

セ
ル
コ
ホ
ー
ム
株
式
会
社　
　
　

教
育
委
員
会

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
告
示
第
一
号

　

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
十
四
条
の
規
定
に
よ

り
、
教
育
委
員
会
の
定
例
会
を
次
の
と
お
り
招
集
す
る
。

　

な
お
、
こ
の
会
議
の
傍
聴
を
希
望
す
る
者
は
、
次
に
定
め
る
手
続
に
従
っ
て
傍
聴
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

令
和
二
年
一
月
十
日

�

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

　

教 

育 

長　
　

伊　
　

東　
　

昭　
　

代　
　
　

一　

日　

時　

令
和
二
年
一
月
十
六
日　

午
後
一
時
三
十
分

二　

場　

所　

教
育
委
員
会
会
議
室

三　

事　

件

　
　

第
一
号
議
案　

宮
城
県
美
術
館
協
議
会
委
員
の
人
事
に
つ
い
て

四　

傍
聴
者
の
定
員

　
　

十
二
人

五　

傍
聴
手
続

　

１�　

傍
聴
希
望
の
受
付
は
、
会
議
開
会
三
十
分
前
か
ら
十
分
前
ま
で
に
、
当
該
会
議
の
会
場
に
参
集
し
た
傍
聴
希
望

者
に
対
し
て
行
い
ま
す
。

　

２　

傍
聴
の
手
続
は
、
先
着
順
で
行
い
、
定
員
を
超
え
た
場
合
は
、
希
望
者
全
員
に
よ
る
抽
選
と
し
ま
す
。

六　

問
い
合
わ
せ
先

　
　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

　
　

宮
城
県
教
育
庁
総
務
課
総
務
班
（
電
話
〇
二
二

－

二
一
一

－

三
六
一
一
）

監
査
委
員

〇
宮
城
県
監
査
委
員
告
示
第
１
号

　
地
方
自
治
法
（
昭
和
22年

法
律
第
67号
）
第
199条

第
９
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
し
た
定
期
監
査
結
果
に
つ
い
て
，

宮
城
県
知
事
か
ら
同
条
第
12項
の
規
定
に
よ
り
下
記
の
措
置
を
講
じ
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
，
同
項
の
規
定
に
よ
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�
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
成
　
　
田
　
　
由
 加
 里
　
　
　

記

１
　
監
査
委
員
の
報
告
日

　
　
令
和
元
年
９
月
２
日

２
　
通
知
の
あ
っ
た
日

　
　
令
和
元
年
10月
31日

３
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容
及
び
措
置
の
内
容

　
⑴
　
行
政
経
営
推
進
課

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
�　
委
託
契
約
に
お
い
て
，
予
定
価
格
の
秘
密
保
持
が
図
ら
れ
て
い
な
い
も
の
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発

し
な
い
よ
う
に
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
�　
平
成
30年
度
包
括
外
部
監
査
業
務
の
委
託
契
約
に
つ
い
て
，
予
定
価
格
調
書
を
封
書
に
し
て
い
な
か
っ
た

も
の
。

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
�　
予
定
価
格
調
書
は
契
約
執
行
者
が
自
筆
の
上
，
確
実
に
封
緘
す
る
こ
と
と
し
，
庶
務
担
当
班
に
お
い
て
鍵
が

か
か
る
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
で
保
管
す
る
こ
と
と
し
た
。
ま
た
，
内
部
統
制
に
お
け
る
所
属
独
自
取
組
と
し
て
「
予

定
価
格
の
漏
洩
」
を
リ
ス
ク
と
し
て
設
定
し
，
職
員
に
周
知
徹
底
を
図
っ
た
。

　
⑵
　
税
務
課
・
地
方
税
徴
収
対
策
室

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
�　
県
税
に
お
い
て
，
収
入
未
済
を
解
消
す
る
努
力
は
見
ら
れ
る
が
，
な
お
，
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
更
に

適
切
な
徴
収
対
策
を
講
じ
，
税
収
の
確
保
に
努
め
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
・
平
成
30年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
�
1,213,067,263円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
�
1,978,211,183円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
�
3,191,278,446円

　
　
　
　
・
平
成
29年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
�
1,459,301,095円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
�
2,270,654,572円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
�
3,729,955,667円

り
公
表
す
る
。

　
　
令
和
２
年
１
月
10日

�
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
本
　
　
木
　
　
忠
　
　
一
　
　
　

�
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
太
　
　
田
　
　
稔
　
　
郎
　
　
　

�
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
石
　
　
森
　
　
建
　
　
二
　
　
　

�
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
成
　
　
田
　
　
由
 加
 里
　
　
　

記

１
　
監
査
委
員
の
報
告
日

　
　
令
和
元
年
９
月
２
日

２
　
通
知
の
あ
っ
た
日

　
　
令
和
元
年
10月
31日

３
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容
及
び
措
置
の
内
容

　
⑴
　
柴
田
農
林
高
等
学
校

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
�　
寄
附
物
品
に
お
い
て
，
受
納
手
続
き
に
不
適
切
な
も
の
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に
対

策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
�　
PT
A
，
教
育
振
興
会
及
び
同
窓
会
か
ら
の
寄
附
申
込
み
並
び
に
受
納
手
続
き
完
了
前
に
，
県
名
義
で
車

両
登
録
し
，
公
用
車
と
し
て
使
用
し
て
い
た
も
の
。

　
　
　
　
・
車
両
　
２
台

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
�　
寄
附
受
納
事
務
に
お
い
て
は
，
他
の
諸
手
続
の
前
に
寄
附
受
納
の
手
続
き
を
完
了
さ
せ
る
こ
と
を
事
務
室
内

で
再
確
認
し
，
再
発
防
止
を
図
る
こ
と
と
し
た
。

〇
宮
城
県
監
査
委
員
告
示
第
２
号

　
地
方
自
治
法
（
昭
和
22年

法
律
第
67号
）
第
199条

第
９
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
し
た
定
期
監
査
結
果
に
つ
い
て
，

宮
城
県
知
事
か
ら
同
条
第
12項
の
規
定
に
よ
り
下
記
の
措
置
を
講
じ
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
，
同
項
の
規
定
に
よ

り
公
表
す
る
。

　
　
令
和
２
年
１
月
10日

�
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
本
　
　
木
　
　
忠
　
　
一
　
　
　

�
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
太
　
　
田
　
　
稔
　
　
郎
　
　
　

�
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
石
　
　
森
　
　
建
　
　
二
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�　
債
務
者
及
び
代
理
人
に
対
し
て
，
文
書
に
よ
る
督
促
の
ほ
か
，
定
期
的
に
電
話
に
よ
る
催
告
や
訪
問
等
を
行

い
，
少
額
納
付
の
提
案
な
ど
に
よ
り
納
付
を
促
し
て
い
る
。

　
　
　
�　
今
後
も
引
き
続
き
，
粘
り
強
く
折
衝
を
行
っ
て
い
く
と
と
も
に
，
財
産
調
査
等
に
よ
り
資
産
の
把
握
に
努
め
，

可
能
な
限
り
債
権
回
収
に
努
め
て
い
く
。

　
⑷
　
環
境
政
策
課
・
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
室

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
�　
旅
費
，
需
用
費
及
び
使
用
料
に
お
い
て
，
支
払
及
び
事
務
手
続
き
の
遅
延
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発

し
な
い
よ
う
に
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
１
　
需
用
費
及
び
使
用
料
に
つ
い
て
，
相
当
数
の
支
払
遅
延
が
あ
っ
た
も
の
。

　
　
　
　
　
・
件
数
　
24件

　
　
　
　
　
・
金
額
　
2,274,717円

　
　
　
　
２
　
旅
費
の
返
納
手
続
き
が
遅
延
し
て
い
た
も
の
。

　
　
　
　
　
・
件
数
　
１
件

　
　
　
　
３
　
旅
費
に
つ
い
て
，
３
か
月
以
上
の
支
払
遅
延
が
あ
っ
た
も
の
。

　
　
　
　
　
・
件
数
　
１
件

　
　
　
　
　
・
金
額
　
1,024円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
�　
課
・
室
全
体
の
職
場
会
議
に
お
い
て
，
支
払
及
び
事
務
手
続
き
遅
延
の
原
因
究
明
や
リ
ス
ク
の
洗
い
出
し
を

行
い
，
再
発
防
止
策
を
検
討
し
た
。

　
　
　
�　
主
な
要
因
と
な
っ
た
担
当
職
員
へ
の
業
務
集
中
を
防
ぐ
た
め
，
業
務
分
担
の
見
直
し
を
行
っ
た
ほ
か
，
庶
務

担
当
班
内
の
打
合
せ
を
毎
週
実
施
し
，
各
職
員
の
業
務
量
や
進
捗
状
況
，
課
題
等
を
共
有
し
，
協
力
・
分
担
し

て
業
務
を
実
施
す
る
体
制
を
と
っ
て
い
る
。

　
　
　
�　
併
せ
て
，
課
・
室
共
通
の
支
出
予
定
一
覧
の
作
成
や
会
計
カ
レ
ン
ダ
ー
の
活
用
，
請
求
書
等
保
管
箱
の
設
置
，

決
裁
過
程
に
お
け
る
色
違
い
ペ
ン
で
の
チ
ェ
ッ
ク
実
施
等
に
よ
り
，
処
理
状
況
を
課
・
室
全
体
で
共
有
・
確
認

し
て
い
る
。

　
　
　
�　
打
合
せ
や
声
が
け
等
を
通
じ
，
再
発
防
止
策
の
実
施
徹
底
，
会
計
ル
ー
ル
や
留
意
事
項
の
共
有
，
職
員
間
の

連
携
強
化
，
相
談
・
報
告
し
や
す
い
職
場
環
境
づ
く
り
を
行
い
，
再
発
防
止
に
努
め
て
い
る
。

　
⑸
　
環
境
対
策
課

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
�　
通
勤
手
当
の
返
納
に
お
い
て
，
調
定
遅
延
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に
対
策
を
講
じ
ら

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
�　
平
成
30年
度
に
つ
い
て
は
第
４
次
「
県
税
滞
納
額
縮
減
対
策
３
か
年
計
画
」
及
び
「
平
成
30年
度
県
税
事
務

運
営
」
に
基
づ
き
，
県
税
収
入
未
済
額
の
縮
減
と
税
収
確
保
に
努
め
た
。

　
　
　
�　
特
に
，
県
税
収
入
未
済
額
の
約
８
割
を
占
め
る
個
人
県
民
税
に
つ
い
て
は
徴
収
対
策
の
重
点
税
目
と
し
て
，

各
県
税
事
務
所
に
市
町
村
滞
納
整
理
協
働
支
援
チ
ー
ム
を
設
置
し
，
職
員
相
互
併
任
制
度
を
は
じ
め
と
し
た
市

町
村
の
実
情
に
応
じ
た
支
援
を
行
う
な
ど
，
連
携
・
協
働
し
て
収
入
未
済
額
の
縮
減
対
策
を
実
施
し
た
。

　
　
　
�　
個
人
県
民
税
以
外
の
税
目
に
つ
い
て
は
，
滞
納
処
分
を
中
心
と
す
る
取
組
に
よ
り
収
入
未
済
額
の
縮
減
が
進

ん
だ
こ
と
か
ら
，
こ
れ
ま
で
の
取
組
を
徹
底
す
る
一
方
で
，
生
活
困
窮
者
を
把
握
し
た
場
合
に
は
納
税
緩
和
措

置
を
適
用
す
る
な
ど
，
適
正
な
債
権
管
理
に
よ
り
収
入
未
済
額
の
縮
減
を
図
っ
た
。

　
　
　
�　
こ
の
結
果
県
税
収
入
未
済
額
は
，
約
31億
９
千
万
円
と
な
り
，
計
画
の
最
終
目
標
額
39億

円
を
大
幅
に
上

回
っ
て
達
成
し
た
。

　
　
　
�　
今
後
に
つ
い
て
は
，
令
和
元
年
度
を
初
年
度
と
す
る
第
５
次
「
県
税
滞
納
額
縮
減
対
策
３
か
年
計
画
」
に
よ

り
更
な
る
収
入
未
済
額
の
縮
減
に
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
と
す
る
。

　
⑶
　
環
境
政
策
課
・
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
室

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
�　
補
助
金
返
還
加
算
金
及
び
返
還
延
滞
金
に
お
い
て
，
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
収
納
促
進
と
適
切
な
債
権

管
理
を
図
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
�　
平
成
23年
度
産
業
廃
棄
物
再
生
資
源
化
・
再
生
資
源
利
活
用
設
備
等
整
備
事
業
費
補
助
金
及
び
平
成
24年

度
み
や
ぎ
産
業
廃
棄
物
３
Ｒ
等
推
進
設
備
整
備
事
業
補
助
金

　
　
　
　
１
　
補
助
金
等
精
算
返
還
加
算
金

　
　
　
　
　
・
平
成
30年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
�
21,803,500円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
�

0円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
�
21,803,500円

　
　
　
　
２
　
補
助
金
返
還
延
滞
金

　
　
　
　
　
・
平
成
30年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
�

9,860,100円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
�

0円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
�

9,860,100円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容
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れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
�　
平
成
29年
12月
に
判
明
し
た
通
勤
手
当
の
誤
支
給
額
（
過
年
度
分
）
に
つ
い
て
，
平
成
30年
10月
に
返
納

処
理
が
行
わ
れ
て
い
た
も
の
。

　
　
　
　
・
件
数
　
１
件

　
　
　
　
・
金
額
　
�81,320円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
�　
返
納
に
係
る
施
行
伺
の
文
書
に
返
納
処
理
の
確
認
印
を
押
印
す
る
と
と
も
に
，
返
納
処
理
の
進
捗
状
況
を
管

理
す
る
一
覧
表
を
共
有
フ
ォ
ル
ダ
に
設
け
，
組
織
的
に
調
定
遅
延
の
再
発
防
止
を
図
る
こ
と
と
し
た
。

　
⑹
　
循
環
型
社
会
推
進
課
・
竹
の
内
産
廃
処
分
場
対
策
室
・
放
射
性
物
質
汚
染
廃
棄
物
対
策
室

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
�　
特
別
納
付
金
（
産
業
廃
棄
物
最
終
処
分
場
の
行
政
代
執
行
に
係
る
費
用
）
に
お
い
て
，
収
入
未
済
が
あ
っ
た

の
で
，
収
納
促
進
と
適
切
な
債
権
管
理
を
図
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
・
平
成
30年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
�

26,171,075円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
�

663,891,304円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
�

690,062,379円

　
　
　
　
・
平
成
29年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
�

28,668,036円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
�

636,100,736円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
�

664,768,772円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
�　
平
成
24年
度
以
降
，
特
別
納
付
金
の
適
正
な
管
理
と
収
入
未
済
額
縮
減
の
た
め
，
不
動
産
や
銀
行
預
金
等
の

財
産
調
査
と
所
得
調
査
を
実
施
し
，
銀
行
預
金
等
の
差
押
え
を
行
う
な
ど
，
時
効
の
中
断
と
計
画
的
な
回
収
に

努
め
て
い
る
。

　
　
　
�　
債
務
者
（
不
真
正
連
帯
債
務
者
８
者
）
に
対
し
て
，
文
書
等
で
納
付
を
促
す
と
と
も
に
，
昨
年
度
は
，
納
付

に
応
じ
な
い
県
外
在
住
者
に
つ
い
て
は
，居
住
実
態
調
査
及
び
徴
収
等
の
た
め
の
戸
別
訪
問
を
行
っ
た
。
ま
た
，

県
内
在
住
者
に
つ
い
て
は
，
引
き
続
き
納
付
折
衝
の
た
め
定
期
的
に
戸
別
訪
問
し
，
自
主
的
納
付
を
促
し
て
い

る
。
今
年
度
は
一
部
納
付
金
と
し
て
，
９
月
末
ま
で
に
438,000円

を
回
収
し
た
。

　
　
　
�　
今
後
も
債
権
者
に
対
し
て
粘
り
強
く
折
衝
を
行
っ
て
い
く
と
と
も
に
，
所
得
調
査
の
継
続
的
な
実
施
や
財
産

状
況
の
強
化
を
図
り
な
が
ら
資
産
の
把
握
を
行
い
，
状
況
に
応
じ
て
差
押
え
を
実
施
す
る
な
ど
，
可
能
な
限
り

債
権
回
収
に
努
め
て
い
く
。

　
⑺
　
消
費
生
活
・
文
化
課

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
�　
普
通
財
産
の
貸
付
料
に
お
い
て
，
調
定
遅
延
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に
対
策
を
講
じ

ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
�　
平
成
30年
４
月
１
日
か
ら
無
償
貸
付
し
た
普
通
財
産
の
一
部
に
つ
い
て
，
当
初
の
貸
付
目
的
の
変
更
に
伴

い
平
成
30年
７
月
24日
付
け
で
有
償
賃
貸
借
契
約
を
締
結
し
た
が
，
貸
付
料
の
調
定
を
平
成
31年
２
月
20日

に
調
定
し
て
い
た
も
の
。

　
　
　
　
・
件
数
　
　
１
件

　
　
　
　
・
貸
付
料
　
�306,730円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
�　
調
定
遅
延
防
止
に
当
た
っ
て
は
，
貸
付
先
に
お
け
る
貸
付
財
産
の
利
用
計
画
や
利
用
状
況
，
予
算
措
置
状
況

を
把
握
す
る
と
と
も
に
，
担
当
者
及
び
班
長
等
で
事
務
処
理
の
進
捗
状
況
を
共
有
し
，
適
正
な
執
行
に
努
め
る
。

　
⑻
　
長
寿
社
会
政
策
課

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
�　
介
護
福
祉
士
等
修
学
資
金
貸
付
金
に
お
い
て
，
債
権
管
理
が
適
正
に
な
さ
れ
て
い
な
い
も
の
が
認
め
ら
れ
た

の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
�　
介
護
福
祉
等
修
学
資
金
貸
付
金
に
つ
い
て
，
平
成
５
年
度
か
ら
平
成
18年
度
ま
で
の
貸
付
者
に
対
し
償
還

免
除
の
該
当
の
有
無
の
確
認
が
な
さ
れ
て
い
な
い
な
ど
，
正
確
な
債
権
管
理
が
行
わ
れ
て
い
な
い
も
の
。

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
�　
転
居
等
に
よ
り
所
在
不
明
と
な
っ
て
い
た
貸
付
者
に
対
し
て
は
，
住
基
ネ
ッ
ト
の
利
用
や
住
民
票
，
戸
籍
の

附
票
等
を
取
得
し
，
所
在
の
把
握
に
努
め
た
。

　
　
　
�　
現
在
，
貸
付
者
に
対
し
文
書
や
電
話
，
居
宅
訪
問
を
行
っ
て
お
り
，
貸
付
者
本
人
の
就
業
状
況
等
を
確
認
し
，

償
還
免
除
の
該
当
の
有
無
を
判
断
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
　
　
�　
償
還
免
除
と
な
る
者
に
対
し
て
は
，
速
や
か
に
免
除
決
定
を
行
い
，
ま
た
，
償
還
免
除
と
な
ら
な
い
者
に
対

し
て
は
，
適
時
償
還
を
求
め
る
な
ど
，
債
権
管
理
を
適
切
に
行
っ
て
い
く
。

　
⑼
　
子
ど
も
・
家
庭
支
援
課
・
子
育
て
社
会
推
進
室

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容
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１
　
母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
償
還
金

　
　
　
　
�　
母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
の
収
入
未
済
額
に
つ
い
て
は
，
平
成
27年
３
月
に
策
定
し
た
「
意
識
改

革
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
及
び
「
縮
減
方
針
」
に
基
づ
き
，
各
取
組
を
実
施
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
　
　
　
�　
部
長
を
は
じ
め
，
次
長
及
び
各
事
務
所
長
を
含
め
た
対
策
会
議
で
は
，
縮
減
目
標
の
設
定
の
ほ
か
，
各
事

務
所
の
取
組
状
況
や
収
入
未
済
の
進
行
管
理
を
行
っ
て
お
り
，
各
事
務
所
に
お
い
て
は
，
検
討
会
議
等
を
実

施
し
，
縮
減
に
向
け
た
対
策
や
取
組
方
針
等
を
定
め
，
債
権
区
分
に
応
じ
て
取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。

　
　
　
　
�　
昨
年
度
か
ら
本
格
稼
働
し
た
債
権
管
理
シ
ス
テ
ム
及
び
口
座
振
替
制
度
を
有
効
に
活
用
す
る
と
と
も
に
，

回
収
困
難
な
案
件
を
引
き
続
き
，
サ
ー
ビ
サ
ー
へ
委
託
し
，
前
年
度
の
収
入
未
済
額
よ
り
も
縮
減
が
図
ら
れ

る
よ
う
，
縮
減
に
向
け
た
取
組
を
よ
り
一
層
強
化
し
て
い
く
。

　
　
　
２
　
児
童
保
護
費

　
　
　
　
�　
収
入
未
済
縮
減
に
あ
た
り
児
童
相
談
所
に
対
し
て
次
の
と
お
り
助
言
し
た
。

　
　
　
　
�　
な
お
，
時
効
に
よ
り
消
滅
し
た
債
権
に
つ
い
て
は
，
引
き
続
き
不
納
欠
損
と
し
て
処
理
し
て
い
く
。

　
　
　
　
⑴
�　
新
規
に
児
童
を
措
置
す
る
に
当
た
っ
て
は
，
そ
の
保
護
者
に
負
担
金
納
入
の
必
要
性
に
つ
い
て
十
分
な

説
明
を
行
い
，
理
解
を
得
る
こ
と
を
徹
底
す
る
こ
と
。

　
　
　
　
⑵
�　
滞
納
が
発
生
し
た
場
合
に
は
，
迅
速
に
納
付
交
渉
を
行
い
，
滞
納
者
か
ら
納
付
で
き
な
い
理
由
を
確
認

す
る
と
と
も
に
，
必
要
な
場
合
に
は
分
割
納
入
を
指
導
，
又
は
徴
収
の
猶
予
を
検
討
す
る
こ
と
。
ま
た
，

定
期
的
な
納
付
指
導
を
継
続
す
る
こ
と
。

　
　
　
　
⑶
�　
職
員
を
現
金
取
扱
員
と
し
て
一
部
納
付
金
の
受
領
を
認
め
る
よ
う
に
す
る
な
ど
，
個
々
の
実
態
に
合
わ

せ
た
納
入
促
進
対
策
を
行
う
こ
と
。

　
　
　
　
⑷
�　
滞
納
者
の
子
で
あ
る
児
童
の
保
護
に
支
障
が
な
い
こ
と
が
確
認
で
き
る
場
合
は
，
滞
納
処
分
も
視
野
に

入
れ
，
財
産
調
査
を
実
施
す
る
こ
と
。

　
　
　
３
　
児
童
扶
養
手
当
給
付
費
返
還
金

　
　
　
　
�　
特
別
滞
納
整
理
期
間
（
夏
季
及
び
冬
季
）
を
設
け
，
令
和
元
年
度
に
お
い
て
も
，
８
月
に
集
中
催
告
を
行

い
，
一
括
で
の
返
還
が
難
し
い
債
権
者
に
は
，
分
割
納
入
や
債
務
承
認
書
等
の
説
明
・
手
続
き
を
行
っ
た
。

　
　
　
　
�　
ま
た
，
市
町
村
と
連
携
し
て
支
払
差
止
の
処
理
を
行
う
な
ど
，
返
還
金
発
生
の
未
然
防
止
に
努
め
た
。

　
⑽
　
障
害
福
祉
課

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
�　
報
酬
，
報
償
費
，
旅
費
及
び
委
託
料
に
お
い
て
，
支
払
遅
延
及
び
不
適
切
な
取
扱
い
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，

今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
�　
母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
償
還
金
等
，
児
童
保
護
費
及
び
児
童
扶
養
手
当
給
付
費
返
還
金
に
お
い

て
，
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
収
納
促
進
と
適
切
な
債
権
管
理
を
図
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
１
　
母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
償
還
金
等

　
　
　
　
　
・
平
成
30年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
�

8,327,774円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
�
71,168,128円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
�
79,495,902円

　
　
　
　
　
・
平
成
29年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
�
10,619,164円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
�
81,240,949円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
�
91,860,113円

　
　
　
　
２
　
児
童
保
護
費

　
　
　
　
　
・
平
成
30年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
�

2,883,068円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
�
13,010,680円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
�
15,893,748円

　
　
　
　
　
・
平
成
29年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
�

4,027,770円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
�
11,360,880円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
�
15,388,650円

　
　
　
　
３
　
児
童
扶
養
手
当
給
付
費
返
還
金

　
　
　
　
　
・
平
成
30年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
�

1,295,370円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
�
13,729,660円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
�
15,025,030円

　
　
　
　
　
・
平
成
29年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
�

2,839,230円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
�
11,699,770円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
�
14,539,000円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容
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イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
�　
公
有
財
産
の
譲
渡
手
続
き
に
お
い
て
，
不
適
切
な
取
扱
い
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に

対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
�　
市
町
村
と
合
意
し
た
県
有
工
作
物
の
市
町
村
へ
の
譲
渡
に
つ
い
て
，
譲
渡
契
約
の
締
結
が
な
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
も
の
。

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
�　
再
発
防
止
と
し
て
，
契
約
事
務
終
了
後
は
押
印
等
が
な
さ
れ
て
い
る
か
複
数
職
員
に
お
い
て
確
認
す
る
こ
と

と
し
た
。
ま
た
，
一
連
の
契
約
関
係
書
類
を
一
括
で
整
理
す
る
と
と
も
に
，
フ
ァ
イ
ル
の
表
に
処
理
状
況
が
一

目
で
確
認
で
き
る
よ
う
チ
ェ
ッ
ク
表
を
添
付
し
管
理
す
る
こ
と
と
し
た
。
さ
ら
に
，
す
べ
て
の
財
産
処
分
状
況

に
つ
い
て
「
進
捗
管
理
一
覧
表
」
を
作
成
し
，
課
の
共
有
フ
ォ
ル
ダ
に
格
納
す
る
こ
と
で
，
複
数
の
職
員
が
定

期
的
に
進
捗
状
況
を
確
認
で
き
る
よ
う
チ
ェ
ッ
ク
体
制
を
強
化
し
た
。

　
⒀
　
住
宅
課

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
�　
県
営
住
宅
使
用
料
及
び
県
営
住
宅
駐
車
場
使
用
料
に
お
い
て
，
収
入
未
済
を
解
消
す
る
努
力
は
見
ら
れ
る

が
，
な
お
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
更
に
収
納
促
進
と
適
切
な
債
権
管
理
を
図
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
１
　
県
営
住
宅
使
用
料

　
　
　
　
　
・
平
成
30年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
�
16,071,270円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
�
23,057,109円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
�
39,128,379円

　
　
　
　
　
・
平
成
29年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
�
19,287,274円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
�
27,443,721円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
�
46,730,995円

　
　
　
　
２
　
県
営
住
宅
駐
車
場
使
用
料

　
　
　
　
　
・
平
成
30年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
�

1,553,350円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
�

1,409,200円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
�

2,962,550円

　
　
　
　
１
　
委
員
報
酬
及
び
報
償
費
に
つ
い
て
，
60日
以
上
の
支
払
遅
延
が
あ
っ
た
も
の
。

　
　
　
　
　
・
件
数
　
４
件

　
　
　
　
　
・
金
額
　
�282,800円

　
　
　
　
２
　
赴
任
旅
費
に
つ
い
て
，
３
か
月
以
上
の
支
払
遅
延
が
あ
っ
た
も
の
。

　
　
　
　
　
・
件
数
　
２
件

　
　
　
　
　
・
金
額
　
�117,510円

　
　
　
　
３
　
委
託
料
に
つ
い
て
，
３
か
月
以
上
の
支
払
遅
延
が
あ
っ
た
も
の
。

　
　
　
　
　
・
件
数
　
２
件

　
　
　
　
　
・
金
額
　
�3,601,800円

　
　
　
　
４
　
３
の
う
ち
，
出
納
閉
鎖
後
に
翌
会
計
年
度
予
算
か
ら
支
出
し
た
も
の
。

　
　
　
　
　
・
件
数
　
１
件

　
　
　
　
　
・
金
額
　
�171,720円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
�　
職
場
会
議
を
開
催
し
，
課
・
室
員
へ
の
注
意
喚
起
を
行
っ
た
ほ
か
，
こ
れ
ま
で
活
用
し
て
い
た
予
算
管
理
補

助
簿
に
，
契
約
日
や
会
議
等
の
開
催
日
，
検
収
日
等
の
情
報
を
新
た
に
記
載
し
，
事
務
処
理
の
状
況
を
見
え
る

化
す
る
と
と
も
に
，
定
期
的
に
班
内
で
進
捗
状
況
を
確
認
す
る
な
ど
，
複
数
の
職
員
に
よ
る
チ
ェ
ッ
ク
を
実
施

し
再
発
防
止
に
努
め
る
。

　
⑾
　
水
産
業
振
興
課
・
全
国
豊
か
な
海
づ
く
り
大
会
推
進
室

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
�　
補
助
金
等
精
算
返
還
金
（
水
産
業
共
同
利
用
施
設
復
旧
支
援
事
業
補
助
金
）
に
お
い
て
，
収
入
未
済
が
あ
っ

た
の
で
，
収
納
促
進
と
適
切
な
債
権
管
理
を
図
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
・
平
成
30年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
�

7,611,000円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
�

0円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
�

7,611,000円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
�　
補
助
金
等
精
算
返
還
金
に
つ
い
て
は
，
督
促
状
に
よ
る
督
促
を
行
っ
た
ほ
か
，
収
入
未
済
事
業
者
及
び
関
係

者
に
対
し
，
複
数
回
の
面
談
に
よ
り
早
期
収
納
を
促
す
な
ど
，
収
入
未
済
解
消
に
向
け
対
応
し
た
と
こ
ろ
，
令

和
元
年
９
月
に
納
付
と
な
っ
た
。

　
⑿
　
防
災
砂
防
課
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票
及
び
決
議
書
に
よ
り
，
管
理
監
督
者
に
よ
る
チ
ェ
ッ
ク
体
制
の
強
化
を
図
る
と
と
も
に
，
複
数
の
職
員
に
よ

る
確
認
を
再
度
徹
底
し
，
納
入
告
知
書
の
発
送
漏
れ
を
未
然
に
防
止
す
る
こ
と
と
し
た
。

　
　
　
�　
ま
た
，
不
適
切
な
支
出
に
関
し
て
は
，
会
計
制
度
の
基
本
を
再
認
識
す
る
と
と
も
に
，
内
部
統
制
を
徹
底
し

再
発
防
止
に
努
め
て
い
く
。

　
⒂
　
高
校
教
育
課
・
宮
城
丸

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
�　
高
等
学
校
等
育
英
奨
学
資
金
貸
付
金
償
還
金
に
お
い
て
，
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
収
納
促
進
と
適
切
な

債
権
管
理
を
図
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
・
平
成
30年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
�

96,062,797円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
�

221,435,025円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
�

317,497,822円

　
　
　
　
・
平
成
29年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
�

108,452,652円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
�

168,860,950円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
�

277,313,602円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
�　
高
等
学
校
等
育
英
奨
学
資
金
貸
付
金
償
還
金
の
収
入
未
済
額
を
縮
減
す
る
た
め
，
未
納
者
に
対
し
て
督
促
状

を
毎
月
送
付
す
る
と
と
も
に
，
こ
れ
に
応
じ
な
い
者
に
は
，
電
話
に
よ
る
催
告
や
未
納
額
総
額
を
記
載
し
た
納

付
催
告
書
を
送
付
し
償
還
を
促
し
た
。

　
　
　
�　
さ
ら
に
６
か
月
以
上
未
納
状
態
が
続
い
て
い
る
者
に
対
し
て
は
，
自
宅
訪
問
を
実
施
し
た
ほ
か
，
連
帯
保
証

人
に
も
未
納
額
総
額
を
記
載
し
た
納
付
催
告
書
を
送
付
す
る
と
と
も
に
，
所
在
不
明
等
に
よ
る
回
収
困
難
案
件

の
一
部
に
つ
い
て
は
，
債
権
回
収
会
社
（
サ
ー
ビ
サ
ー
）
に
業
務
委
託
す
る
な
ど
，
取
組
の
強
化
を
図
っ
た
。

　
　
　
�　
な
お
，
生
活
保
護
受
給
等
の
経
済
的
困
窮
や
，
大
学
へ
の
進
学
等
に
よ
り
償
還
が
困
難
な
者
に
対
し
て
は
，

償
還
の
猶
予
を
案
内
し
，
新
た
な
収
入
未
済
額
発
生
の
抑
制
に
努
め
た
。

　
　
　
�　
平
成
30年

度
に
お
い
て
，
過
年
度
の
収
入
未
済
額
の
う
ち
，
55,878,577円

を
回
収
し
，
収
入
未
済
額
の
縮

減
に
努
め
た
。

　
⒃
　
高
校
教
育
課
・
宮
城
丸

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
�　
県
へ
の
寄
附
受
納
手
続
き
に
お
い
て
，
不
適
切
な
も
の
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に
対

　
　
　
　
　
・
平
成
29年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
�

1,731,350円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
�

1,593,800円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
�

3,325,150円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
�　
県
営
住
宅
の
管
理
業
務
全
般
に
つ
い
て
は
宮
城
県
住
宅
供
給
公
社
（
以
下
「
公
社
」
と
い
う
。）
へ
委
託
し

て
お
り
，
滞
納
整
理
業
務
に
つ
い
て
も
公
社
が
主
体
と
な
り
実
施
し
て
い
る
が
，
適
宜
，
滞
納
整
理
の
方
向
性

を
協
議
す
る
ほ
か
，
県
住
宅
課
職
員
が
戸
別
訪
問
に
同
行
す
る
な
ど
，
連
携
を
密
に
し
た
取
組
を
実
施
し
て
い

る
。

　
　
　
�　
「
県
営
住
宅
滞
納
家
賃
等
縮
減
推
進
の
取
組
に
つ
い
て
（
平
成
28年

度
～
令
和
２
年
度
）」
の
取
組
方
針
を

基
本
と
し
つ
つ
も
，
滞
納
状
況
の
変
化
へ
の
対
応
も
重
要
と
考
え
，
初
期
滞
納
者
へ
の
早
期
対
応
や
納
付
意
識

の
向
上
の
た
め
，
滞
納
発
生
時
に
お
け
る
連
帯
保
証
人
へ
の
協
力
要
請
等
，
滞
納
の
蓄
積
を
未
然
に
防
ぐ
取
組

を
実
施
し
て
い
る
。

　
　
　
�　
毎
月
開
催
す
る
公
社
と
の
連
絡
調
整
会
議
に
お
い
て
，
滞
納
整
理
の
実
施
状
況
や
収
納
状
況
及
び
収
入
未
申

告
と
滞
納
の
関
係
を
把
握
し
な
が
ら
，
滞
納
発
生
に
対
す
る
早
期
の
対
応
を
指
示
し
て
い
る
。

　
　
　
�　
収
入
未
申
告
書
へ
の
対
応
は
公
社
の
滞
納
整
理
部
門
と
入
居
管
理
部
門
の
連
携
が
重
要
な
こ
と
か
ら
，
連
携

を
密
に
取
り
組
む
よ
う
指
示
し
て
い
る
。

　
　
　
�　
滞
納
が
長
期
化
し
て
い
る
案
件
に
つ
い
て
は
法
的
措
置
に
よ
る
厳
正
な
対
処
を
前
提
に
，
対
応
方
針
に
つ
い

て
個
々
に
協
議
及
び
検
討
し
，
対
策
を
講
じ
て
い
る
。

　
⒁
　
会
計
課
・
会
計
指
導
検
査
室

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
�　
国
庫
支
出
金
交
付
額
の
確
定
に
伴
う
返
還
金
に
お
い
て
，
納
入
告
知
書
の
発
送
の
遅
延
及
び
同
遅
延
に
伴
う

不
適
切
な
支
出
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
�　
国
費
歳
入
事
務
（
補
助
金
の
交
付
額
の
確
定
に
伴
う
返
還
）
に
つ
い
て
，
債
務
者
に
対
す
る
納
入
告
知
書

の
送
付
を
遅
延
し
，
延
滞
金
を
発
生
さ
せ
た
も
の
。

　
　
　
　
�　
ま
た
，
同
延
滞
金
が
県
の
債
務
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
，
県
費
で
支
払
い
を
行
っ
た
も
の
。

　
　
　
　
・
件
数
　
　
１
件

　
　
　
　
・
延
滞
金
　
198円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
�　
正
担
当
者
に
よ
る
調
定
後
は
，
副
担
当
者
に
よ
る
速
や
か
な
シ
ス
テ
ム
へ
の
入
力
を
行
い
，
出
力
さ
れ
る
帳
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�
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
成
　
　
田
　
　
由
 加
 里
　
　
　

記

１
　
監
査
委
員
の
報
告
日

　
　
令
和
元
年
８
月
26日

２
　
通
知
の
あ
っ
た
日

　
　
令
和
元
年
11月
13日

３
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容
及
び
措
置
の
内
容

　
⑴
　
大
崎
広
域
水
道
事
務
所

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
イ
�　
事
務
事
業
の
執
行
管
理
に
お
い
て
，
不
適
切
な
取
扱
い
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
対

策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
　
ロ
�　
リ
ー
ス
契
約
に
お
い
て
，
不
適
切
な
取
扱
い
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
対
策
を
講
じ

ら
れ
た
い
。

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
イ
�　
今
回
の
事
案
を
受
け
，
公
印
の
保
管
・
使
用
方
法
を
見
直
し
，
保
管
の
際
は
，
総
務
班
長
と
庶
務
担
当
の

二
人
が
鍵
を
持
っ
て
管
理
で
き
る
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
に
移
し
た
。

　
　
　
　
�　
使
用
の
際
は
，
総
務
班
長
と
庶
務
担
当
が
並
ん
で
座
っ
て
い
る
間
の
脇
卓
の
上
に
置
く
よ
う
に
し
，
文
書

審
査
後
，
押
印
の
際
に
関
係
な
い
書
類
に
押
そ
う
と
し
て
い
な
い
か
，
総
務
班
長
又
は
庶
務
担
当
が
監
視
で

き
る
よ
う
に
し
た
。

　
　
　
　
�　
両
者
が
不
在
の
際
は
，
事
務
総
括
又
は
所
長
が
管
理
す
る
こ
と
と
し
た
。

　
　
　
ロ
�　
不
慣
れ
な
手
続
き
に
つ
い
て
は
，
そ
の
都
度
先
例
を
確
認
し
た
り
，
本
局
を
は
じ
め
他
の
公
所
に
聞
い
た

り
し
て
，
組
織
と
し
て
手
続
き
の
流
れ
を
確
認
す
る
よ
う
改
善
し
た
。

　
　
　
　
�　
ま
た
，
契
約
形
態
ご
と
に
契
約
書
作
成
の
要
否
等
も
チ
ェ
ッ
ク
で
き
る
よ
う
，
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
を
改
め

た
。

策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
�　
柴
田
農
林
高
等
学
校
の
PT
A
，
教
育
振
興
会
及
び
同
窓
会
か
ら
の
寄
附
申
込
み
並
び
に
受
納
手
続
き
完

了
前
に
，
公
印
を
使
用
し
県
名
義
で
車
両
登
録
し
，
公
用
車
と
し
て
使
用
し
て
い
た
も
の
。

　
　
　
　
・
車
両
　
２
台

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
�　
学
校
に
お
い
て
知
事
印
等
の
押
印
が
必
要
な
公
文
書
に
つ
い
て
は
，
内
規
を
改
正
し
，
学
校
長
決
裁
後
主
務

課
に
送
付
し
，
主
務
課
に
お
い
て
は
，
学
校
に
事
務
処
理
状
況
の
適
正
性
を
確
認
し
た
上
で
，
押
印
す
る
こ
と

を
徹
底
す
る
こ
と
と
し
た
。

　
⒄
　
高
校
教
育
課
・
宮
城
丸

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
�　
委
託
業
務
に
お
い
て
，
不
適
切
な
取
扱
い
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に
対
策
を
講
じ
ら

れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
�　
県
立
学
校
の
防
火
設
備
に
つ
い
て
，
建
築
基
準
法
に
よ
る
点
検
を
認
識
せ
ず
必
要
な
予
算
措
置
及
び
委
託

契
約
を
行
っ
て
い
な
か
っ
た
も
の
。

　
　
　
　
�　
ま
た
，
同
業
務
の
委
託
の
際
に
，
各
学
校
ご
と
に
随
意
契
約
等
を
行
わ
せ
効
率
的
か
つ
経
済
的
な
契
約
を

行
わ
な
か
っ
た
も
の
。

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
�　
令
和
元
年
度
の
委
託
契
約
か
ら
，
防
火
設
備
点
検
に
つ
い
て
は
，
消
防
設
備
点
検
業
務
と
併
せ
て
発
注
し
，

効
率
的
か
つ
経
済
的
な
契
約
を
行
っ
て
い
る
。

　
　
　
�　
今
後
は
，
関
係
省
庁
の
メ
ー
リ
ン
グ
リ
ス
ト
な
ど
を
活
用
し
て
業
務
関
連
法
改
正
等
の
情
報
収
集
に
努
め
，

予
算
措
置
及
び
委
託
契
約
を
適
切
な
時
期
に
実
施
す
る
。

〇
宮
城
県
監
査
委
員
告
示
第
３
号

　
地
方
自
治
法
（
昭
和
22年

法
律
第
67号
）
第
199条

第
９
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
し
た
定
期
監
査
結
果
に
つ
い
て
，

宮
城
県
知
事
か
ら
同
条
第
12項
の
規
定
に
よ
り
下
記
の
措
置
を
講
じ
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
，
同
項
の
規
定
に
よ

り
公
表
す
る
。

　
　
令
和
２
年
１
月
10日

�
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
本
　
　
木
　
　
忠
　
　
一
　
　
　

�
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
太
　
　
田
　
　
稔
　
　
郎
　
　
　

�
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
石
　
　
森
　
　
建
　
　
二
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